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はじめに―大学政策と私立・国立同等の原則― 

 

（１）私立大学・短期大学が果たしている役割 

私立大学・短期大学（以下、私立大学）は、学生数で 74.4％、学校数で 82.8％を占め（2015

年度）、わが国の高等教育において主要な設置形態となっている。私立大学は、わが国の大

学進学率の向上を支え、高等教育を受ける機会の拡大に寄与するとともに、全国各地で特色

ある教育・研究を行い、学生の学びと成長を支え、政治・経済・文化・地域など諸分野の発

展に大きな役割を果たしている。名実ともに日本社会に欠かせない公教育機関である。国内

外を問わず喫緊の重大課題が山積する今日、私立大学が果たすべき役割はいっそう重要とな

っている。 

 

（２）私立大学政策の現状 

わが国の高等教育機関、大学は、依然として変わらない公財政支出の削減と「競争と淘汰」

政策のもとにあり、大学間格差の拡大と大学教育を受ける権利の侵害が進んでいる。 

すべての大学は、私立、国立、公立という設置形態の区別、地方・都市という地域の違い、

規模の違い、あるいは設立の経緯の違いによらず、等しく教育基本法に「学術の中心として、

高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究し新たな知見を創造」（７条）する

と明記された高等教育機関である。そうである以上、すべての大学で国民の負託に応えた教

育・研究が行われなければならず、またすべての国民、とりわけ若者が等しく一定水準の教

育を受ける権利が保障されなければならない。高等教育機関の条件整備・質の確保と機会均

等の保障は政府の責任であり、大学政策の方向は、すべての大学、すべての学生に共通する

こうした方向での基礎的条件の確保であると考える。したがって、政府は大学に対して設置

形態の区別なく同等の財政措置を行うべきである。 

このような立場から私立大学と私立大学生の現状をみると、国立大学との間の格差を重大

な問題として受け止めざるを得ない。主な公財政支出について、私立大学と国立大学の格差

は以下のようになっている。 

 

①私立大学等経常費補助と国立大学運営費交付金の格差 

 2015 年度予算において、私立大学等経常費補助金が 3,153 億円であるのに対し、国立大

学法人運営費交付金は 1兆 1,006億円であり、実額でおよそ 3.5倍の開きがある【図表１】。

私立大学が学校数・学生数とも 7割以上を占めていることを加味すると、極めて大きな格差

があることがわかる。 

 

【図表１】 私立大学等経常費補助と国立大学運営費交付金の格差 

＜２０１５年度予算＞ 私立大学 国立大学 私立 ： 国立 

国庫支出額（億円） 経常費補助 ３，１５３ 運営費交付金 １１，００６ １ ： ３．５ 

学校数（校） ９３２ ８６ １０．８ ： １ 

１校当たり額（億円） ３．４  １２８．０  １ ： ３７．８ 



2 

 

学生数（人） ２，２２６，３６７ ６１０，８０２ ３．６ ： １ 

１人当たり額（万円） １４．２  １８０．２  １ ： １２．７ 

＊２０１５年度（平成２７年度）学校基本調査，２０１５年度文部科学省予算案主要事項から作成。 

＊「学校数」には短期大学を含む。「学生数」には、大学については学部学生のほか大学院・専攻科・別科の学生

及び聴講生・研究生等を含め、短期大学については本科学生のほか専攻科・別科の学生及び聴講生等を含

む。 

 

私立大学一校あたりの補助額は 3.4億円であるのに対し、国立大学一校あたりの交付金額

は 128 億円と 37.8 倍、学生一人当たりでは私立が 14.2 万円であるのに対し国立は 180.2

万円と 12.7倍の格差がある。 

 次に、学生一人当たり公財政支出を国際比較すると、OECD加盟 29ヵ国中、日本の私立大

学は最下位であるのに対し、国立大学はトップとなっている【図表２】。 

 

【図表２】 学生一人当たり公財政支出の国際比較 （２０１２年）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ＯＥＣＤ諸国のデータは“Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ａｔ ａ Ｇｌａ

ｎｃｅ”（２０１５年版。２０１２年データ）より作成。同

調査記載の日本の購買力平価（２０１２年＝１０４．

３円）を用いて、米ドルの元データから円に換算し

た。 

 

＊ＯＥＣＤは、私立・国立別の学生一人当たり公財

政支出は公表していない。そのため、「日本（国立

大）」については、各国立大学法人の財務諸表附

属明細書（２０１４年度）における「運営費交付金債

務」「運営費交付金以外の国等からの財源措置の

明細（施設費の明細、補助金等の明細）」の当期

交付額を合計して作成した。 

「日本（私立大）」については、『今日の私学財政

（大学・短期大学編）』２０１４年度版より、大学法

人・短期大学法人の消費収支計算書（大学部門、

短期大学部門）の「補助金」を合計して作成した。 

 

 なお、学生一人当たり公財政支出における私立国立間の格差が大きいことの「理由」を、

両者の学部構成の違い、すなわち私立は人文・社会科学系学部が多いのに対して、国立は理
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工系学部が多いことにもとめる見方もある。しかし、学部系統別の学生数とその割合を比較

してみると、【図表３】の円グラフのようになっており、すべての学部系統で私立大学生数

が国立を大きく上回っていることは一目瞭然である。 

 

【図表３】 学部系統別学部学生数の比較 

 

＊「平成２７年度学校基本調査報告書」の「関係学科別学生

数」から作成。 

＊「保健」には医学・歯学・薬学・看護学・その他を含む。「そ

の他」には教養学・総合化学・国際関係学・人間関係科学

などを含む。 
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②各大学が実施している授業料減免事業への支援の格差 

 各大学が経済的に修学困難な学生（大学院生を含む）を対象にして実施している授業料減

免事業について、政府は私立大学等経常費補助もしくは国立大学運営費交付金のうちで支援

を行っているが、そこにも重大な格差が存在している。2015 年度予算では、私立大学では

約 4.2 万人の学生を減免対象とし、これに対する補助金 85 億円が計上されている（学生一

人当たり補助額約 20万 2千円）。一方、国立大学では約 5.7万人の学生を対象に 307億円が

計上されている（学生一人当たり交付額約 54 万円）【図表４】。同じ学生でありながら私立

大学生がこれほどの差別的な取り扱いを受けなければならない合理的根拠はない。 

 

【図表４】 各大学が実施している経済的に困難な学生に対する授業料減免事業への支援の格差 

 ２０１５年度 私立大学 国立大学 国立／私立 

予算額 ８５億円 ３０７億円 ３．６ 

減免対象人数 約４．２万人 約５．７万人 １．４ 

学生総数 ２，２２６，３６７ ６１０，８０２ ０．３ 

学生総数に占める減免対
象者数の割合（％） 

１．９ ９．３ ４．９ 

1 人当たり補助額（円） ２０２，３８１ ５３８，５９６ ２．７ 

＊２０１５年度（平成２７年度）学校基本調査，２０１５年度文部科学省予算案主要事項から作成。 

 

③無利子奨学金受給者数における格差 

 私立国立間の格差は、日本学生支援機構の無利子奨学金受給者数にも顕著に現れている。

2014 年度の実績では、無利子奨学金の採用者数は私立で約 7 万 4 千人、国立で約 2 万 3 千

人となっているが、それぞれの入学者数に占める割合は私立が 15.5％であるのに対し国立

は 23.2％となっている【図表５】。これは無利子奨学金の適格者が国立大学に多いことによ

るものではなく、各大学に割り振られている無利子奨学金の募集枠が、国立大学に偏重して

いることによるものである。 

 

【図表５】 ２０１４年度・奨学金採用者数の入学者数に占める割合（学部） 

第１種 

（無利子） 

  採用人数（人） 入学者数（人） 割合（％） 

国立大学 ２３，３７６ １００，８７４ ２３．２ 

公立大学 ８，１１１ ３０，６６９ ２６．４ 

私立大学 ７３，６５４ ４７６，７０４ １５．５ 

     

第２種 

（有利子） 

  採用人数（人） 入学者数（人） 割合（％） 

国立大学 ２２，３４９ １００，８７４ ２２．２ 

公立大学 ８，１９２ ３０，６６９ ２６．７ 

私立大学 １４９，０６７ ４７６，７０４ ３１．３ 

＊日本学生支援機構「ＪＡＳＳＯ年報・平成２６年度版」、文部科学省２０１４年度学校基本調査より作成。 

 

絶望的なほどの私立・国立格差のもとで、私立大学と私立大学生の危機的状況を打開する
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ためには、私立・国立大学の格差の不当性を指摘し、私立と国立は同等であること、私立・

国立同等の原則を提起せざるをえない。そして私立・国立同等の原則に基づいた政策提起に

よってのみ展望を示すことができるのである。 

本提言は私立・国立同等の原則に立脚しているが、その意味は、大学制度全体を向上させ

る課題のなかに私立大学政策を正当に位置づけるべきであるということである。大学制度の

主要部分を占める私立大学についての抜本的政策転換なしに、大学制度の全体的な向上はな

い。もとより私たちは、私立・国立同等の大学政策が国立大学予算の削減や教育・研究条件

の引き下げによって実現されることを求めるものではない。また政府による国立大学への強

権的な介入や、「評価」に基づく予算配分、人件費の一律削減は、国立大学制度のゆがみと

格差拡大をもたらしており、私たちはこうした政策に反対してきた。 

ここに示す私立大学政策は、私立、国立、公立という設置形態を問わず、すべての大学の

充実、すべての学生の権利の保障に繋がるものである。私たちは本提言について、大学関係

者、学生・院生、保護者、教育関係者、メディア、広範な国民に議論を呼びかけるとともに、

以下の諸要求の実現を求めるものである。 

 

 

すべての私立大学の質を保証する基盤経費である経常費補助の抜本的充実を求

める。私立大学の施設設備補助の位置づけの明確化と拡充を求める。 

 

（１）私立大学等経常費補助は基盤経費である 

 教育振興基本計画をはじめ、政府文書は、国立大学法人運営費交付金、私立大学等経常費

補助を併記して、ともに「基盤経費」と称している。その実態はともあれ、「基盤経費」と

いう概念は重要である。大学の基盤に国立、私立の差があるわけはなく、基盤経費という概

念は、政府が大学の設置形態を問わず、基盤経費を措置する責任があることを示唆している

からである。 

 私大経常費補助制度は、1970年の政策補助から始まる。政策補助の目的は、「公私間格差

の是正」「学費の抑制」「教育の充実」であった。マスプロで高学費の私立大学と無償に近か

った国公立大学との格差が、私大生にとって絶望的な格差であることを、当時の政府は認め

ていたのである。政策補助開始当初は、私立大学の人件費、教育研究経費などの経常費の 2

分の 1 補助を実現する５か年計画が立案されたが頓挫し、1975 年制定の私立学校振興助成

法には、補助率の目標は明示されず、むしろ上限としての「2 分の 1 以内」が規定された。

同法成立時の参議院附帯決議が「できるだけ速やかに 2 分の 1 とする」と要求したことは、

私立学校振興助成法が政策補助よりも後退したことを示している。しかし経常費補助制度の

算定方式は、現在でも「50％補助×圧縮率」であり、2分の 1補助が基本理念であることが

見て取れる。 

 ともあれ私大経常費補助は、教育費を家計に負担させるための「受益者負担主義」という

イデオロギー宣伝と中曽根行政改革によって「逆コース」に入るまでに、最大補助率 29.5％

までに上昇し、私大の学費値上げの抑制と定員超過率の低下に貢献したのである。当初の私

大経常費補助は、基盤補助の理念にそって「特別補助」は存在しなかったが、私立学校振興

１ 
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助成法に「特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは」「補

助金を増額して交付することができる」という「できる」規定が設けられていることを利用

して、特別補助という差別的補助が始まり、これに伴い「一般補助」という区分が生まれた

のである。 

 そもそも私大経常費補助制度は、国立・公立に比して、教育環境が劣悪で高学費の私大の

底上げをはかるための制度であり、教職員人件費や教育研究経常費などに対する５割補助を

目的とした基盤経費である。特別補助は、基盤経費が確保されたうえで、補助することので

きるとされていたにすぎない。 

 

（２）私大経常費補助の現状と問題点 

 2016年度予算までの経常費補助の推移は、【図表６】にあるとおりである。私立大学の経

常費支出に占める補助の割合（補助率）は、2015 年度にはついに１割を切るに至った。こ

の結果、国立大学との格差是正を掲げて開始された私大経常費補助額は、学生一人あたりで

みると、国立大学に比してわずか 13分の 1という水準に落ち込んでいる。 

 

【図表６】 私立大学等経常費補助の推移 

 

 ＊文部科学省各年度予算案より作成 

 

 わが国の高等教育機関に対する公財政支出は GDP比 0.5％で、OECD各国平均の 1.2％を大

きく下回り、最低水準となっている（2012年）。その原因は 2頁の【図表２】で示した通り、

私立大学に対する公財政支出がきわめて少ないことにある。 

学生の教育をうける権利は、国立であろうと私立であろうと等しいはずである。したがっ

て基盤経費は、設置形態の区別なく、同等に手当てされるのが当然である。私大に対する補

助を確実に措置することによって、わが国の大学が国際的な水準に到達することができるの

である。 

私大経常費補助の内訳では、特別補助の割合が高まった。しかし 2011 年度、民主党政権

下で、ほとんどの特別補助が一般補助へ移されている。このことに反対した私大団体や論調

は、皆無であったといってよい。しかし自民党・公明党政権へ復帰した 2014 年度より、特

別補助枠が拡大し、「私立大学等改革総合支援事業」に採択された大学に、特別補助のみな

らず一般補助までもが重点配分されることとなり、私立大学の経常費という基盤を措置する

はずの制度が、全体として政策誘導される制度へと変質している。 

 

（３）施設整備補助の充実は切実な要求である。 

 現行の私立大学への施設・設備整備費に係わる補助は、長期にわたり断続的に削減され、

予算額も小さく、その上「私立大学等改革総合支援事業」の枠組みによる競争的予算が大半

（単位：億円・％）

年度 1970 75 80 85 90 95 2000 05 14 15 16
経常費補助総額 132.0 1007.0 2605.0 2438.5 2520.5 2803.5 3070.5 3292.5 3183.9 3152.5 3152.5
　うち一般補助 132.0 990.0 2532.0 2333.5 2258.5 2258.5 2255.5 2193.8 2762.0 2711.0 2701.4
　　　 特別補助 0.0 17.0 73.0 105.0 262.0 545.0 815.0 1098.7 422.0 441.0 451.1
経常費補助率（％） 7.2 20.6 29.5 19.1 14.1 12.1 12.2 11.7 10.1 9.9 ―
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を占めており、財政余裕のない私立大学の基本的な教育・研究環境を整備することに資する

ものとなっていない。国公立大学では、国もしくは地方公共団体が施設・設備に関する経費

をほぼ全額負担して計画的に整備しており、私立大学との格差は歴然である。 

 私立大学が国立・公立大学と同様に公共の教育機関であることに鑑みれば、私立大学の施

設・設備整備に関する補助制度のあり方を根本的に見直すとともに、当面、基本的な教育・

研究環境の整備を推進するために補助を拡充するべきである。 

 

＜私たちの要求＞ 

①基盤経費の性格にふさわしく、設置形態の区別なく、国立大学と同等の経常費補助の実現

を求める。国立大学法人運営費交付金の削減にあわせて経常費助成が減額されることは、

全く道理がなく、すくなくとも２分の１助成に到達するまで、計画的に増額すること。 

②特別補助は補完的な役割にすぎないことから、１割補助率という低い補助率の現状では、

特別補助の全額を一般補助に振り替えること。 

③私大の自主的発展に介入し、経常費補助制度を根底から破壊する私立大学等総合改革支援

事業にもとづく重点配分をただちに中止すること。 

④施設整備補助制度の位置づけを明確にし充実を図ること。 

 

 

私立大学生が勉学に専念できるよう、就学支援予算を大幅に増額すること。 

卒業後、奨学金返済に追われることのないよう、返済減免等の支援策の改善を

求める。 

 

 2012 年、わが国は国連の国際人権規

約・社会権規約（Ａ規約）13 条の高等教

育の漸進的無償化条項の留保を撤回して、

無償化の方向に漸進的に進んでいくこと

を国際社会に公約した。しかしわが国の、

特に私立大学生の勉学条件は、かつてない

ほどに厳しい状態にある。まず家計からの

支援、「親のすね」が近年ますます細くな

り、負担が深刻になっていることがあげら

れる。【図表７】は、私立大学新入生の世

帯年収の推移である（出所：東京私大教連、

京都私立大学教職員組合公費助成推進会

議「家計負担調査」各年度版）。 

前述した通り、国立大学生と比較してみると、私立大学生の軽視は歴然としている【図表

３・４】。通学する大学が、私立であるか、国立であるか、公立であるかによって、就学す

る権利に差がある現状は、解消されなければならない。国立大学に比して、学費の高い私立

大学生に対しては、奨学金や学費減免援助等の就学援助予算を充実させるべきである。 

２ 

【図表７】 私立大学新入生の世帯の税込み年収の推移 
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特に学費減免事業に対する支援予算の格差は、拡大する一方である。私大の学費減免事業

に対する支援予算は、経常費補助の特別補助枠のなかに押し込められており、予算金額の貧

困さもさることながら、補助額が「2 分の 1」以内であることから、財政力のない大学の学

生は減免の対象とするならないのであり、不条理このうえない。 

わが国の奨学金制度については、給付奨学金がなく、奨学金の名に値しない。給付奨学金

制度を新設するとともに、希望者全員が無利子奨学金を受けられるようにし、有利子奨学金

制度は廃止するべきである。 

また現下検討されている所得連動の返還免除制度は、一定所得以下の場合には確実に返済

を免除され、また 60 歳以降は返済を免除するよう制度設計するべきである。返済が厳しく

なっていく一方の有利子奨学金に対しては、所得連動の返還免除制度の検討対象にすらなっ

ていない。早急に検討し、有利子奨学金への導入を図るべきである。 

 

＜私たちの要求＞ 

①世帯収入 500万円以下の学生の学費免除制度や、就学支援制度を設けること。 

②国公私立大学の区別なく給付を受けられる給付制奨学金制度を新設すること。 

③有利子奨学金は廃止し、無利子奨学金はすべての有資格者が貸与可能となるよう拡充する

こと。家計基準・成績基準の緩和を行うこと。 

④大学ごとの延滞者人数の公表計画を中止すること。奨学金返済の猶予制度を充実させ、対

象者に十分に周知すること。 

⑤私立大学への学費減免予算については、わずかな特別補助枠の「２分の１以内」の助成予

算ではなく、国立大学なみの措置をすること。 

⑥教育費負担の軽減および私立大学への個人寄附の拡大を図る観点から、学費支弁者の所得

から教育費を控除する制度の創設、勤労学生控除の所得金額要件の大幅引き上げ、学校法

人への個人寄附に係る税額控除について控除対象寄附金額の引き上げを行うこと。 

 

 

疲弊する地域社会を活性化するため、地方の進学率を重点的に高める政策へ転

換することを求める。 

 

 都市への人口集中と過疎化の進行を押しとどめ、豊かな地域社会を築くために、地方の大

学進学率を向上させることは重要である。近年の大学数の推移は、国立大学は減少、公立大

学は増加、私立大学は横ばいとなっている。地方の維持発展にとって鍵となる高等教育にお

いて、私立大学の果たしている役割は極めて大きいものがある。しかし近年、東京、神奈川、

京都の進学率が上昇する一方、福岡県を除く九州各県、北海道はじめ地方の進学率は停滞、

低下している。2015 年度の大学（学部）進学率では、最上位の東京都が 63.9％であるのに

比して、最下位の鹿児島県は 30.1％であり、2 倍以上の開きが生じている（文科省「平成

27年度学校基本調査」）。 

たとえば北海道において進学率が低下した原因は、北海道の 18 歳人口の減少と道民所得

の減少である。進学率の低下・伸び悩みの影響は、財政力の乏しい私立大学に集中して現れ

３ 
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ており、駒沢大岩見沢、専修大北海道短大が閉鎖・撤退した。この傾向は、札幌近辺の歴史

のある私立大学にも、定員割れとなって及んできている。 

 地域経済、社会の安定性を確保するうえで、地方の 18 歳人口の進学率を全国平均並みの

水準とするために重点的に 10％程度引き上げることを、政府および自治体に求めていく必

要がある。そのための方策は、私立大学に国公立大並みの財政支援をすることである。私立

の公立化を行った大学（注）では、「定員割れ大学」から一転、受験生が殺到し「難関校」と

なっている。このことは、定員割れの原因が、「私大の改革の遅れ」にあるのではなく、高

い学費と就学支援の貧困さにあることを示している。 

（注）高知工科大学、静岡文化芸術大学、名桜大学、鳥取環境大学、長岡造形大学、山口東京理科大学、成

美大学、諏訪東京理科大学（協議中）、旭川大学（協議中）、長野大学（協議中）。大学名は公立化前の

名称。 

 

＜私たちの要求＞ 

①政府は、定員割れ大学に対する補助金不交付措置をやめること。 

②特別補助に設けられたわずかな振興予算（「私立大学等経営強化集中支援事業」、補助額

平均 3000万円）という不安定な財源で、先のみえない目先の改革に走らせるのではなく、

地方創生の担い手として私立大学を明確に位置づけて、良質な教育・研究を保証するため

に、一般補助率を国立、公立なみに引き上げて、国公立なみの学費にさげること。 

③私立大学・私立大学生に対する地方自治体の補助制度を新設・拡充すること。 

 

 

定員超過率に基づく私大助成の不交付措置の厳格化は、経常費補助増額をセッ

トとするべきである。 

 

 地方創生を建前とした、三大都市圏に所在する中規模・大規模私大の補助金不交付となる

定員超過率の引き下げ政策は、その手法があまりに唐突かつ不合理で、地方創生には繋がら

ず、なにより学生への不利益（学費値上げや教育条件の低下）をもたらすなど、重大な問題

を有している。 

 日本私大教連は、これまでも『政策提言』において、設置形態、大学の規模、地方か都市

かに関わらず、在籍する学生は、一定の質が保証された大学で学ぶ権利があることを主張し

てきた。確かに大都市圏・大規模私大への学生の集中は著しく、地方中小規模私大の学生確

保の困難の解決は喫緊の課題である。しかし大都市圏・大規模大学の定員超過率を下げるこ

とによって、都市の大学に進学できなかった学生が、地方に戻るわけではない。前項のとお

り、地方私大の問題解決のために必要なことは、学費負担を軽減して進学率を上げること、

地元に雇用を創出することにより、若者に大学進学の夢をもってもらうことである。 

 とはいえ、三大都市圏の大規模私大にかぎらず、定員どおりの入学者とすることによって、

国公立に比してマスプロ教育となっている私立大学の教育・研究条件が充実することは、望

ましいことである。この間、各大学は、現状の定員超過率を前提として、教員一人当たり学

４ 
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生数（ST 比率）を改善するために教員を採用する、学費をあげない、学内奨学金を充実す

る、少人数授業を増やすなどし、長期間かけて教育・研究条件の充実をはかってきた。それ

を一片の通知によって、財源規模でいえば 1割を超える減収となる定員超過率の引き下げを

求めることは、財政的困難を一方的に押し付ける政策である。 

 定員に見合うダウンサイジングを行うために、大都市圏の中規模・大規模私大がとりうる

対応は、①学費の値上げ、②定員純増、③リストラである。①は学生の犠牲、②は定員超過

率厳格化措置の形骸化、③は教育・研究条件の引き下げにつながる。 

定員超過率を引き下げる措置を行うのであれば、70 年代に行っていたように経常費補助

率を計画的に引き上げ、各大学の自主的努力で教育・研究条件の充実を実現することができ

るような政策を行うべきである。 

  

＜私たちの要求＞ 

拙速な定員超過率の厳格化を中止し、私大関係者と話し合いを行い、大学の教育・研究条

件の向上と学生の学ぶ権利を保障する財源措置を伴う定員管理政策をうちだすこと。 

 

 

「学の独立」を侵害し、ガバナンスや人事制度に介入する競争資金や大学評価

制度の見直しを求める。大学における軍事研究に反対する。 

 

小泉改革・遠山プラン以来の、国立大学法人化や大学自治への介入、「メリハリある」資

源配分による拙速な「大学改革」の推進、経済競争力強化に奉仕する大学へと変質させる政

策は、安倍政権のもとでさらに強化されている。こうした競争資金の拡大と評価制度とセッ

トになった締め付けは私立大学にも及び、自主的であるべき私立大学に混乱と萎縮をもたら

している。 

 教育・研究に関する競争資金の申請において、資金の使途目的とは直接関係のない、「学

長のトップダウン体制」「年俸制」「任期制などの流動的雇用の教員比率を高める」「テニュ

アトラック制度の新設」の目標達成などが盛り込まれ、学内民主主義や労働組合の団体交渉

権を侵害しかねない内容を含んでいる。FD（教員集団による授業内容・方法の改善・向上の

ための組織的取り組み）や SD（職員に必要な知識及び技能を習得させ，その能力及び資質

を向上させるための研修の機会を設けるなどの必要な取り組み）の実施、留学生割合や英語

で実施する授業の開講率、女性教員採用率などの目標設定、国際シンポの開催など、ほとん

どの場合、学長直轄のプロジェクト組織が企画・推進するために、教授会での審議は形骸化

し、活力をそいでいる。 

大規模・中規模私大には、国公立と競うような国策型プロジェクトへの参加を誘導し、経

営困難を抱える地方・小規模私大には、先のみえない改革努力と引き換えに、一時的でわず

かな資金を与えている。こうした競争資金ではなく、細る一方の基盤経費を充実させるべき

である。 

私立大学の大学評価制度は、大学基準協会の歴史をみるとおり、もともと自主的なピアレ

ビュー（同僚評価）として出発したものであった。ところが、大学評価が学校教育法にもと

５ 
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づく認証評価制度となって以降、政府・財界のための大学「改革」に誘導する方向で評価項

目が設定され、理事長・学長の権限を過度に強化し、大学の自治を損ないかねない事態も生

じている。教育・研究現場の改善要求に基づかない評価のための評価となり、大学を疲弊さ

せている。大学評価は、私立大学にふさわしい自主的、民主的な改革に資するものでなけれ

ばならない。 

防衛省の軍事研究公募予算が急増している。大学が軍事研究に参加することは、戦後の大

学のあり方の根本を変えてしまう重大な問題である。先の大戦において大学は、多くの学徒

を学問の場から戦場へと送り込み、彼らの多くは、無残にもその将来を奪われた。大学の研

究が戦争に動員され、非人道的な兵器の開発や人命を奪うことに直接・間接に利用された。

多くの大学は、戦争協力に対する深い反省のもと、二度と戦争に協力しないことを誓って、

戦後をスタートさせたはずである。大学は、軍事研究に参加することが人道的に許されない

ことを、また科学研究の健全な発展にとって障害となることを、さらに平和のための教育研

究の発展に尽くすことこそが使命であることを自覚し、軍事研究への参加に反対するべきで

ある。 

 

＜私たちの要求＞ 

①科学研究に関する予算と「大学改革」予算とを区別し、「大学改革」予算については、少

なくとも私立大学等経常費補助の「２分の１補助」が確保されたのちに、予算化するべき

である。科学研究予算の配分については、政府から独立した選定機関を設置すること。 

②大学評価については、大学設置基準へのコンプライアンスを確保するにとどめ、目先の財

界要求や政権による大学観の押し付けをやめること。それぞれの大学が独自に目標を設定

し評価制度を活用することに、政府は介入しないこと。 

③防衛省は、大学に対する軍事研究の公募を中止すること。 

 

 

日本国憲法にもとづく学問の自由、大学の自治を教育基本法に明記し、学校教

育法に教授会自治を明記する改正を行うよう求める。 

 

安倍政権により強行された 2014 年の学校教育法の改正は、学長権限の強化によって産業

競争力強化のための大学づくり、国家主義的・軍国主義的大学づくりを促進するとともに、

私立大学においては専断的で、時には私利私欲に走る理事会の権限強化をいっそう推し進め

るものであった。 

 私立大学には、総長、学長、学部長の公選制や、理事会、評議員会による教学機関の尊重

という自治と民主主義の制度が確立している大学が多くあり、社会的な事件や内部不正に対

しても毅然と対応し、自浄能力を発揮してきた。そうした大学では、2014 年の学校教育法

改正に対しても、その影響を最小限にするために、学内検討委員会をつくり、民主的な大学

運営を守る方向で、学則改正に対応してきた。 

一方、一部の学校法人役員は、教学機関や憲法で保障されている労働組合の権利、存在を

一顧だにせず、憲法、教育基本法、学校教育法、労働法、ときには刑法にも反する行為を行

６ 
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っている。2014 年の学校教育法改正は、非民主的な大学運営を行う学校法人理事会にとっ

て追い風になっている。 

大学の自治は、法的には憲法第 23 条「学問の自由」に由来し、民主主義社会の根幹のひ

とつをなしている。教育基本法第７条２項「大学については、自主性、自律性その他の大学

における教育及び研究の特性が尊重されなければならない」のいう「自主性、自律性その他

の大学における教育及び研究の特性」は学問の自由と大学の自治を指していると解するべき

である。教育基本法は、「学問の自由と大学の自治」の尊重を明確にうたわなければならな

い。また学校教育法改悪によって、形骸化されようとしている教授会自治を回復させること

は、大学の存在意義にかかわる重大な課題である。 

 

＜私達の要求＞ 

①教育基本法第７条２項「大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び

研究の特性が尊重されなければならない」を「大学については、学問の自由、自治、その

他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない」と改正するべきであ

る。 

②学校教育法に「教授会の自治の尊重」を明記し、これを保障する条項の改正を行うこと。 

 

 

私立大学の公共性を確保するために私立学校法を改正することを求める。 

  

学校法人堀越学園（創造学園大学等を設置）は、理事長・理事会による学園の私物化と専

断的経営によって、大幅な債務超過に陥り、学生等が在籍する学校法人に対する戦後最初の

解散命令の対象となった。創造学園大学においては、教職員組合が理事会の不当な組合攻撃、

組合員差別とたたかいながら、学園の民主的な運営をめざして活動してきた。解散命令後に

全学生を転学もしくは卒業させることができたのも、約 2年間にわたり賃金がほとんど支払

われない状態にありながら、組合員を中心に教職員が結束して努力し教育活動を継続してき

た結果である。組合は、労働法制によって理事会に対して対等な立場にたつことが認められ

ており、教職員の労働条件を確保するのみならず、大学のコンプライアンスを監視する上で

重要な役割を果たしていることが示された。 

創造学園大学事件は、現行の学校法人制度が、高度の公共性を有する高等教育機関として

ふさわしい運営を担保する法的枠組みを持たず、重大な制度的問題を有していることを白日

のもとにさらした。この事件によって明らかになった教訓は、以下２点である。 

・理事長・学長による独裁、学園私物化は、不祥事の最大の温床である。教授会など大学の

教学機関を無力化することは、学生の権利を侵害するばかりか、不正に対するチェック力

を失うことである。 

・会計情報の開示や評議員会制度、監事制度といったガバナンスの確立は、理事会の暴走を

チェックするために不可欠である。また公認会計士監査の義務づけが必要である。 

 

 日本私大教連は、現行の学校法人制度が有する問題を解決するために、2013 年に『日本

７ 
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私大教連の私立学校法改正案』を示し、広く社会に訴えてきた。第二、第三の創造学園大学

を生まないためには、学校法人制度の抜本的改正が必要である。 

 

＜私たちの要求＞  

別紙『日本私大教連の私立学校法改正案』（2016年 6月 20日） 

 

 

文科省は、私学事業団の経営判断指標の流布とそれに基づく指導をやめさせる

こと。元本保証ではない投機的資産運用を禁止することを求める。 

 

 日本私立学校振興・共済事業団が活用を推奨している「定量的な経営判断指標に基づく経

営状態の区分」（以下、経営判断指標）は、大学の有する崇高な目標を損ない、資金のため

こみを自己目的化し、そのために目先の利益確保を優先する営利事業体に変質させようとし

ている。日本私大教連は『私学事業団「経営判断指標」に対する批判と提案』（2015年 6月）

をまとめているが、いくつかの問題となる実例を紹介する。 

a．教育研究活動のキャッシュフローが 2 年続けて 1 億円のマイナス、金融資産が 100 億

円の法人は、このままの状態が続いても 100年存続するはずであるが、これを「イエロ

ーゾーン（経営困難状態）」に分類する。 

b．教育研究活動のキャッシュフローが毎年黒字で、帰属収支差額が 2 年間続けてマイナ

スの法人は、施設整備さえ抑制すれば、金融資産の増額すら可能である。この財政状態

を「イエローゾーンの予備的段階」に分類する。 

 

aに該当する大学法人は、ただちに教育研究キャッシュフローの黒字化がもとめられ、続

いて帰属収支差額のプラス化が求められ、さらに帰属収支差額の割合が 10％へと、高いハ

ードルが課せられていく。 

bに該当する大学法人は、帰属収支差額のプラス化がまず求められ、さらに帰属収支差額

の割合が 10％へ、そして目標となる金融資産額への到達がもとめられる。 

 

少子化と貧困化という厳しい社会環境のなかで、経常費補助収入がわずかな私立大学が、

安易に学費値上げを行うのではなく、手持ちの金融資産を活用して、充実した教育研究活動

を行おうとしていることのどこが問題であるのだろうか。ミスリードもはなはだしい。 

2007 年に私学事業団が提起した当初の「経営判断指標」は、数年以内に経営困難を迎え

るかもしれない大学法人に警告を発するという明確な目的をもっていた。しかし現在の経営

判断指標は、数年以内に経営困難を迎える可能性が皆無といってもいい大学にも、手持ち資

金を使わせず、更にためこめばためこむほど健全であるという経営へ誘導するものであり、

大学の使命を全く顧慮していない指標である。 

九州のある大学における整理解雇事件では、教育研究活動のキャッシュフローが毎年黒字

で、手持ち金融資産も豊富、ただ帰属収支差額が 2年続けてマイナスであったことから「イ

エローゾーンの予備的段階」に分類され、この名称が一人歩きして、整理解雇は相当と判断

８ 
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され、原告敗訴となった。一般企業で、わずか 2期の赤字決算で、これを根拠に解雇が認め

られるであろうか。まさに解雇権の濫用である。私立大学の職場において、営利企業でも認

められないようなことが認容されてはならない。 

この間、政府は、株式やデリバティブ商品などの元本保証のないリスク資産への投資を奨

励してきた。私立大学のなかには、リーマンショックにおいて巨額の損失をこうむった法人

も多く、運用方針を転換した法人ある。しかし反省することなく投機的な資産運用を続け、

アベノミクスによる株価の乱高下によって、評価損を抱えている大学法人もでてきている。 

重要な点は、金融資産は理事会の私的財産でも、理事個人の財産でもなく、学生からの学

費収入であり、国庫からの補助金、つまり税金であることである。 

必要以上に金融資産を溜め込んで、リスク運用をして、多額の配当、差益、利息によって

大学を運営しようという考え方は、基本的に誤りである。私立大学は、学生納付金、補助金、

寄附金によって支えられ、これらの財源によって最良の教育・研究を行うよう努力するべき

である。現在在籍している学生をおろそかにし、金融資産を溜め込み、将来の利子財源を当

てにするような財政運営を奨励することは戒めるべきである。 

 

＜私たちの要求＞ 

①文部科学省は、無用な危機感をあおり、金融資産の溜め込みを推奨する不正確で矛盾に満

ちた私学事業団の経営判断指標の流布を中止させること。 

②元本保証ではないリスク資産への運用を、私立学校法において禁止すること。 

 

 

雇用の不安定化など、貧困と差別を拡大する労働政策をやめ、勤労を通じて幸

福が追求できる労働政策に転換することを求める。大学においても社会的使命

を遂行するにふさわしい雇用の安定化を求める。 

 

 若者、女性をはじめとする社会全体の非正規雇用化、すでに行われた労働者派遣法改悪に

つづき、さらに「残業代ゼロ法案」や「整理解雇の金銭解決法案」、「限定正社員制度」の拡

大など、雇用条件のさらなる悪化が画策されている。ブラックバイトやブラック企業への就

職は、学生の現在と未来の希望を奪っている。 

 加えて、文部科学省が大学教員の雇用の流動化を促進するもとで、少なくない私立大学で

は教員任期制法の趣旨とは異なる運用が行われ、大学あるいは 1学部が、まるごと任期付教

員からなる大学、学部も設置認可されている。任期の定めのない教員が全員任期付教員に転

換させられた大学・学部もある。 

任期付き専任教員の著しい増大は、安定的な生活基盤を奪い、私立大学の教育・研究の基

盤を損ない、学生の学ぶ権利を侵害し、日本の学術の発展にも重大な支障を及ぼしている。 

またほとんどの職場に、さまざまな雇用形態の教職員が雇用され、労働条件の格差が拡大

している。雇用形態による差別的な待遇の差は、深刻な社会問題であるとともに、大学の価

値を損なっている。 

 

９ 
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＜私たちの要求＞ 

①政府は、雇用流動化政策をやめ、勤労することが幸福追求権の基礎であることを重視し、

勤労する権利（義務でもある）を保障する安定した雇用・労働条件を原則とすること。同

一価値労働・同一賃金の原則を尊重すること。 

②学生に対する責任を果たし、大学の社会的使命を遂行するため、大学教員任期制法の対象

を制限し、任期の定めのない教職員を増員する政策に転換すること。 

 

 

私立大学の実績を無視して、大学制度の劣化をもたらす、実践的職業教育機

関の大学化を中止することを求める。 

 

 中央教育審議会は 5月 30日、「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関

する特別部会」が取りまとめた答申案を了承した。同特別部会の審議は、職業教育に特化し

た新たな高等教育機関を大学体系に位置付けることを所与の前提として、大学関係団体や経

済界から出された数多くの疑問と異議を置き去りにするものであった。 

そもそも大学は、「学術の中心」として真理を探求し新たな知見を創造する学術研究機関

であり、市民道徳と高い教養をそなえた「平和で民主的な社会の形成者」（教育基本法）を

育成する教育機関である。同時に、多様な職業分野に対応した職業教育を担っている。とり

わけ私立大学は、それぞれ自主的改革をすすめ、国民と社会の多様な要求に応えてきた。研

究者養成、医師・歯科医師、薬剤師、看護師、法曹人、保育士、学校教諭などの専門職業人、

また政治、文化、芸術、スポーツなどの広範な分野にすぐれた人材を輩出してきた。 

特別部会は、大学が担ってきたこうした役割を一定評価しながら、明確な根拠なしに「そ

れでは不十分」だと断定し、「研究」も「教養」も実践的な職業教育に必要な範囲に限定し

た「大学」、「社会のニーズの変化」に迅速に対応して教員組織も機関そのものも容易にスク

ラップ・アンド・ビルドすることが可能な「大学」を制度化しようとしている。 

現存の大学よりも乏しい教養と貧しい教育環境を前提とする構想であり、日本の大学制度

の劣化を招くものである。 

  

＜私たちの要求＞ 

「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関」を大学制度に位置付けることをやめるこ

と。 

 

 

貧困と差別の私大政策を転換させるために、行政、私大団体、教職員組合が

話し合う機関を設置するよう求める。 

 

私立大学は、文科省による英文の紹介では、「主要な」役割を果たしていると表現されて

いる。私立大学は、わが国の大学制度の多数派である。しかし前述したとおり、私立大学へ

の貧困な国庫助成のために、多くの困難が大学と学生に押しつけられており、抜本的な底上

10 
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げが必要である。そのための政策方向は、設置形態別、規模別、地方別の大学間格差の解消

である。 

 学生は、私立、国立、公立という設置形態、地域、規模の違いに関わらず、同等の学費、

奨学金によって、入学・進学することができるという私立・国立同等の原則が掲げられるべ

きである。このような立場から、行政、私大団体、教職員組合、すべての私大関係者の意思

疎通をはかりながら、共同して政策決定に参画することが必要である。 

 

＜私たちの要求＞ 

私立・国立同等の考え方にもとづく私立大学政策への転換を進めるために、政府は、私大

団体、教職員組合と直接に話し合う機関を設けること。 

 


